
④
身
元
確
認
書
類
（次
の
う
ち
２
点
）

・
被
保
険
者
証
（
国
民
健
康
保
険
、
健
康
保
険
、
船
員
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
、
介
護
保
険
）

・
国
民
年
金
手
帳

・
資
格
証
明
書
（
写
真
な
し
）
（生
活
保
護
受
給
者
証
、
恩
給
等
の
証
明
書
等
）

・
身
分
証
明
書
（
写
真
な
し
）

・
印
鑑
登
録
証
明
書
（
発
行
年
月
日
が
６
ヶ
月
以
内
の
も
の
）

・
戸
籍
の
附
票
の
写
し
、
戸
籍
謄
本
の
写
し
、
戸
籍
抄
本
の
写
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
発
行
年
月
日
が
６
ヶ
月
以
内
の
も
の
）

・
住
民
票
の
写
し
、
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（
発
行
年
月
日
が
６
ヶ
月
以
内
の
も
の
）

・
母
子
健
康
手
帳

・
領
収
書
（国
税
、
地
方
税
、
社
会
保
険
料
、
公
共
料
金
）
（発
行
年
月
日
が
６
ヶ
月
以
内
の
も
の
）

・
納
税
証
明
書
（
発
行
年
月
日
が
６
ヶ
月
以
内
の
も
の
）

・
健
康
保
険
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳

・
組
合
員
証
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
）

・
児
童
扶
養
手
当
証
書

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書

※

代
理
の
申
請
・
届
出
は
、
法
定
代
理
人
の
場
合
は
、
戸
籍
謄
本
そ
の
他
そ
の
資
格
を
証
明
す

る
書
類
が
必
要
。
法
定
代
理
人
以
外
の
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
代
理
人
の
身

元
確
認
の
た
め
①
ま
た
は
③
ま
た
は
④
、申
請
者
の
番
号
確
認
の
た
め
①
ま
た
は
②
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

役場や会社での申請や届出には、マイ
ナンバーを使う手続きがあるんだね。
その場合は、マイナンバーを記入する
だけでいいの？

マイナンバーを利用するにあたって、本人確認
は、なりすまし等を防ぐ意味でも厳しくなる
よ！！下段で本人確認に必要な書類を紹介しま
す。
個人番号カードは、1枚のカードで番号の確認も
身元の確認もできるので窓口でもスムーズに申
請や届出ができるよ！！

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
詐
欺
に
注
意
!!

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
便
乗
し
た
不
審
な
電
話
や
郵
便
、
メ
ー
ル
等
で
個

人
情
報
を
聞
き
出
そ
う
と
す
る
事
案
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
制
度
に
伴
っ
て
、
家
族
構
成
を
聞
い
た
り
、
金
銭
を
要
求
し
た
り
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
あ
な
た
の
名
前
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
貸
し
て
く

だ
さ
い
」
は
詐
欺
の
手
口
で
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
警

察
な
ど
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

次
回
、
２
月
号
で
は
『
個
人
番
号
カ
ー
ド
行
政
区
交
付
受
取
に
つ
い
て
』
を
掲
載
予
定
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
　
０
１
２
０
（95）
０
１
７
８
（
無
料
）

（
平
日
９
時
30
分
〜
22
時
）
（
土
日
祝
９
時
30
分
〜
17
時
30
分
）
※
年
末
年
始
を
除
く

○
お
問
い
合
わ
せ
　
政
策
財
務
課
　
町
民
税
務
課
　
０
２
８
０
（84）
１
１
１
１

　
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　http://w

w
w
.tow

n.goka.lg.jp/

ホームページ
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